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Abstract 

 

 The transition to a new system in 2019, introduced to moderate the intensifying 

competition over return gift rates, the hometown tax donation system mandated that all 

municipalities comply with the regulation limiting return gift ratios to 30% or less. To date, 

discussions on improving the hometown tax donation system have focused on measures such 

as clarifying the use of donations and strengthening promotional activities. However, no 

empirical analysis has been conducted on the impact of factors other than return gift rates on 

the amount of hometown tax donations received by each municipality. 

 This study aims to fill this gap in prior research and, as its novelty, to empirically analyze 

the influence of factors other than the return gift rate on hometown tax donations. The results 

showed that three factors significantly impact the hometown tax donations received by each 

municipality: the “number of listings on hometown tax portal sites,” the “presence or absence 

of a dedicated hometown tax website,” and the “presence or absence of a ‘Geographical 

Indication Protection System’ for seafood products.” Furthermore, using two cities 

(Monbetsu City, Hokkaido, and Izumisano City, Osaka Prefecture) as examples where the 

“number of listings on hometown tax donation portal sites” effectively influenced “hometown 

tax donation amounts,” specific initiatives are introduced. 

 The transition to a new system in 2019, which mandated compliance with regulations on 

return gift ratios and encouraged municipalities to compete based on factors other than return 

gift rates, can be evaluated as an effective institutional reform aimed at improving the system 

to align with the original purpose of the hometown tax donation program.  
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要約 

 

 ふるさと納税において過熱化する返礼率競争を緩和するため、2019 年の新制度移行によ

り、各自治体は「返礼割合 3 割以下」という規制に従うことが義務化された。これまでに、

ふるさと納税制度の改善策として寄附金使途の明確化や広報活動の強化などが議論されて

きた。その一方で、返礼率以外の要素が各自治体のふるさと納税寄附金額に与える影響につ

いての実証分析は行われていない。 

 本研究の目的は、先行研究の不足部分を補完し、その新規性として返礼率以外の要素がふ

るさと納税寄附金に与える影響力を実証的に分析することである。 

 分析の結果、「ふるさと納税ポータルサイトの掲載数」、「ふるさと納税特設サイトの有無」、

そして「魚介類に関する『地理的表示保護制度』の有無」の 3 つの要素が各自治体のふるさ

と納税寄附金に対して大きな影響を与えることが示された。また、「ふるさと納税ポータル

サイトの掲載数」が「ふるさと納税寄附金額」に対して効果的に影響を与えることができて

いる 2 つの市（北海道紋別市と大阪府泉佐野市）を例に具体的な取り組みを紹介した。 

 返礼割合の規制へ従うことを課し、各自治体が返礼率以外の要素で競争関係を構築する

ことを促した 2019 年の新制度移行は、ふるさと納税本来の目的に沿う制度へ改善するため

に効果的な制度改革であったと評価できるだろう。 
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1. はじめに 

 ふるさと納税は、任意の地方自治体に納税した納税者が同自治体から返礼品を受け取

ることができる点において他の納税制度とは大きく異なる。総務省によると、ふるさと

納税が創設された 2008 年当初、ふるさと納税受入件数は約 5.4 万件であり、その寄附

金額は約 81 億円にとどまっていた（総務省、2025-b、2 頁）。しかし、2024 年には受入

件数は約 5800 万件を超え、ふるさと納税寄附金額は約 1 兆 2700 億円を上回った（総

務省、2025-b、2 頁）。つまり、ふるさと納税が創設されてからの約 15 年でふるさと納

税寄附件数は約 1000 倍、そしてふるさと納税寄附金額は約 150 倍に増加した。この増

加は、税制上の優遇措置拡大や「ワンストップ特例制度」導入による寄附者の利便性向

上など制度自体の内部的要因だけでなく、ふるさと納税ポータルサイトの増加やマスメ

ディアによる報道など様々な外部的要因が考えられる。 

ふるさと納税は、納税者が自ら寄附先を指定できることから「納税意識の高まり」や

「市区町村間の財政格差の緩和」などが期待されてきた。しかし、その一方でふるさと

納税制度について、様々な問題点が指摘されている。ふるさと納税は高所得者ほど有利

な制度であること、寄附を多く集めるために過度な返礼品を用意する自治体間の返礼品

競争が加速していること、住民税控除により税収が流出してしまうことなどである。ふ

るさと納税は、市区町村間の財政格差が緩和されることなど納税者だけでなく自治体に

対しても正の効果が期待された一方、このように様々な問題点が指摘されてきた。 

今回、「ふるさと納税」に関する研究が行われてきた先行研究は大きく６つの分野に

分けられると考えた。この節の最後に、以下より説明する 6 分野の先行研究に関しての

分析内容を簡略的にまとめた表を示す（表 1）。以下より、その６つの分野の先行研究に

関してどのような研究が行われてきたのか紹介する。 

 第 1 は、ふるさと納税が地方財政に与える影響をみた先行研究である。例として、橋

本・鈴木（2015）、橋本・鈴木（2016）、橋本（2019）、橋本（2023）などがある。橋本・

鈴木（2015）は、ふるさと納税が地方財政に与える影響を分析した結果から地域間格差

縮小効果は極めて小さいことを示したうえで、自治体のふるさと納税に関する情報を公

開することでふるさと納税の実態把握ができるようにすること、そして先進的な取り組

みを行っている自治体の事例を紹介することで小規模団体のふるさと納税活用の促進

を主張している。橋本・鈴木（2016）は、多くの自治体で寄附に対する返礼品が提供さ

れている現状がふるさとを応援するという本来の目的ではなく、返礼品の有無で寄附が

行われているということを指摘したうえで、特にふるさと納税特有の特例控除部分を段

階的に廃止することを検討するべきであると主張した。橋本（2019）は、ふるさと納税

制度はマクロ的視点から見れば、国・地方の歳入の一部にしか過ぎないため財政に大き

な影響力を与える制度ではないと述べた。また、納税者の利便性を向上させるワンスト

ップ特例制度によって税収減に苦しむ団体が生まれることから、ワンストップ特例制度

の廃止を主張した（橋本、2019）。また、橋本（2023）は大阪府を分析対象としてふる
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さと納税が地方財政に与える影響を分析したうえで、ふるさと納税制度は本来の趣旨と

かけ離れた制度になっていると評価した。また、多くの寄附者は返礼品によって寄附先

を決定すること、返礼品の魅力発信のみに注力している自治体間競争に警鐘を鳴らし、

寄附を受けた自治体は納税者に対して寄附金の使途を公開する責任があると述べた（橋

本、2023）。 

 第 2 は、ふるさと納税の返礼品に関する先行研究である。返礼品に関する研究は、「返

礼率競争」に注目した研究や「返礼品の存在」に関して分析した研究などがある。返礼

率競争（または返礼品競争）に着目した研究は、末松（2020）と土屋（2020）が行った。

末松（2020）は、返礼率競争が生じる要因を分析した結果、該当自治体の返礼率の高さ

は競争相手自治体の返礼率に影響を受けること、住民税控除による税の流出が多い自治

体ほど返礼率を高くする傾向があること、財政的・経済的に脆弱な自治体ほど返礼率を

高く設定する傾向があること、そして返礼率競争は自治体間格差を拡大させることを述

べた。一方、土屋（2020）は、返礼品競争が過熱した要因は、地方自治体に要因がある

だけでなく、制度そのものに内在する問題（税の奪い合い、「ふるさと」の定義の齟齬）

と外部的な要因（ポータルサイトとマスコミ）があると主張した。そして、返礼品の存

在は、地方自治体にとって安定的な寄附を集めることに貢献せず、納税意識や寄附文化

が歪む可能性を懸念した（土屋、2020）。武者（2023）は返礼品そのものの存在に注目

し、返礼品と観光施策の関連性を分析した。返礼品の存在が、ふるさと納税制度の目的

の 1 つである地域の関心を呼び起こすものとなっているのかを検証した結果、寄附金の

偏りが緩和される傾向にあることを明らかにした（武者、2023）。 

 第 3 は、ふるさと納税の制度変化の影響に関する先行研究である。ふるさと納税は

2019 年 6 月の「ふるさと納税に係る指定制度」導入に至るまでに合計４回（1 回目 2015

年、２回目 2016 年、3 回目 2017 年、4 回目 2018 年の計 4 回）にわたる「通知」を総

務省が行ってきた。鈴木（2019）は、2017 年（3 回目の通知）に発表した、「返礼割合

を 3 割以下とすること」という返礼割合基準を初めて通知の中に含めた総務大臣通知の

効果を分析した。2017 年に発表された通知は返礼品競争緩和にほとんど影響がなかっ

たこと、多くの自治体が「返礼割合を 3 割以下とすること」を「返礼割合 3 割まで許容」

と判断したことを述べた（鈴木、2019）。鈴木と同様に、2017 年の総務大臣通知より明

文化された「返礼割合」に関して着目した研究を伊藤（2021）も行った。伊藤（2021）

は、都道府県ならびに東京都特別区を除く市町村を対象に、総務省が「ふるさと納税受

入額の実績等」の公表を開始した 2017 年度から 2019 年度までの 3 年分の返礼割合を

分析した。その結果、2019 年の制度移行は返礼品競争の抑制にプラスの効果があった

こと、多くの自治体が返礼割合は 3 割まで許容と認識したことを述べた（伊藤、2021）。

そのうえで、政府は返礼割合規制の強化、寄附額そのものに上限を設けること、そして

情報公開と説明の徹底を自治体に対して課すべきであると主張した（伊藤、2021）。一

方、橋本・鈴木（2021）は 2019 年の「ふるさと納税に係る指定制度」導入の効果を研
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究した。「ふるさと納税に係る指定制度」という新制度移行により各自治体が得られる

実質的な寄附受入額は増加していること、返礼割合を 3 割以下に抑えた自治体が増加し

たことから、新制度移行は返礼品競争緩和に対してポジティブな効果があったと結論付

けた（橋本・鈴木、2021）。その一方で、魅力的な寄附メニューで寄附を集める取り組

みを行っている自治体もあるが、魅力的な返礼品を用意することで寄附を集めるという

従来の傾向は変化していないと述べた（橋本・鈴木、2021）。 

 第 4 は、ふるさと納税制度自体に関する先行研究である。例として、鈴木・橋本（2017）、

水田（2017）、木村（2021）などがある。鈴木・橋本（2017）は、北海道の市町村デー

タを用いて、収支を黒字にすることができている自治体は、返礼品を用意することがで

き、ふるさと納税に対して経費をかけることができる自治体であると主張した。水田

（2017）は、ふるさと納税制度創設が議論された「ふるさと納税研究会」を振り返り、

一定額以上の寄附に対する返礼品の規制や全市町村が税控除の面で平等な扱いになる

ように制度を改めること、そして住民税控除を縮小することなど、現在のふるさと納税

制度に対する改善点を述べた。木村（2021）は、ふるさと納税に対して計量的視点から

分析を行い 3 つの結論を提示した。1 つ目に、住民基本台帳人口移動報告の移動方向と

ふるさと納税受入件数と受入額の視点から分析を行い、ふるさと納税は「育んでくれた

『ふるさと』」への「寄附」を十分に促進していないと主張した。2 つ目に税流出に関し

て、寄附金額視点では豊かな自治体ほど税が流出しているわけではない一方、寄附件数

視点では豊かな自治体ほど流出していると述べた。最後に、寄附の流入に関して、貧し

い自治体ほど多くの寄附が流入しているわけではないと結論付けた（木村、2021）。 

 第 5 は、ふるさと納税の利用者に着目した先行研究である。西村ら（2017）は、寄附

者のインセンティブに関する研究を独自のアンケート調査を用いて、ふるさと納税が本

来の目的である地域活性化を目指して行われているのか検証した。その結果、寄附者は

規模の小さい自治体に対して財政的に恵まれない地域に寄附をしようという利他的意

識はあるものの、最終的には返礼品によって寄附を決定することが多いこと、特典が無

い場合には寄附金の使途がより明確である自治体に寄附をしていると結論付けた（西村

ら、2017）。髙橋ら（2019）も同様に独自のアンケート調査を用いて、ふるさと納税と

一般的な寄附を比較したうえでふるさと納税が行われる要因分析を行った。分析の結果、

ふるさと納税の要因は世帯年収や就労状態などの経済的な要因とともに、規範的意識の

中でも特に「互酬性の意識」が重要であると結論付け、ふるさと納税利用者に対して互

酬性の意識を引き出していくような取り組みを運用・検討していくことが有効であると

まとめた（髙橋ら、2019）。 

 第 6 は、ふるさと納税制度を利用する市区町村に着目した先行研究である。伊藤（2022）

は、どのような市区町村がふるさと納税利用に熱心であるのか、ワンストップ特例制度

の利用者が多い市区町村の特徴などを分析した。分析の結果、ふるさと納税が活発にな

ることにより地方交付税は負の影響を受けることを主張した（伊藤、2022）。一方、ふ
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るさと納税を利用することによる自治体間格差緩和への影響を分析した先行研究もあ

る。伊藤（2023）は市区町村間の歳入格差に対する影響を検討し、実数値では市区町村

間の歳入格差縮小に貢献していると考えられるが、人口 1 人当たりでみるとふるさと納

税制度は市区町村間の歳入格差を引き上げる要因であると結論付けた。 

 このように、ふるさと納税はその制度自体への評価、ふるさと納税制度が国や地方自

治体の財政に与える影響、そして返礼品競争をめぐる返礼割合の規制強化など多岐にわ

たる先行研究で議論が行われてきた。数多くの議論が行われる中で、橋本・鈴木（2015）

は 2 つの自治体を例に挙げて、明確な寄附金使途や活用実績の公開と広報活動の強化が

ふるさと納税寄附金増加に正の効果があることを指摘している。また、ふるさと納税制

度に対する改善策として鈴木・橋本（2017）は、各自治体は集めた寄附金の使用用途を

明確にするべきであると主張している。すなわち、現行のふるさと納税をより良い制度

にする改善策として「自治体による情報公開の強化」や、「先進事例の共有」といった施

策の有効性は、一部の先行研究で既に議論されてきた。しかし、これまでの先行研究で

は一部の自治体の取り組みを紹介するにとどまり、寄附金使用用途の情報公開や寄附メ

ニューの充実化がふるさと納税寄附金へ与える効果を実証的に分析している先行研究

は確認できなかった。 

本論文では、その新規性として、返礼率以外の要素（納税者によって寄附された寄附

金使用用途の明確性、ポータルサイトの掲載数、ふるさと納税特設サイトの有無など）

が、ふるさと納税寄附金額に与える影響力を実証的に分析している。そして本研究では、

特定の自治体のみを分析対象にするのではなく、47 都道府県に存在する東京都特別区

を含む全 1741 市区町村を分析対象とした。全市区町村を実証分析の対象自治体として

いる点こそが、本研究の独自性と学術的意義である。 

本論文は、先行研究で議論されている「制度変化の影響」の分野に位置づけられる（第

3 の分野）。特に橋本・鈴木（2021）の研究は 2019 年の制度改正の影響を分析しており、

本研究の方向性において類似性を持つ。しかし、彼らの研究は実質的な寄附受入額の増

加を示している一方、返礼割合に関する分析対象が「ふるさと納税受入額上位 10 団体」

に限定され、また大阪府枚方市と岐阜県高山市の具体的な事例紹介にとどまっている。

この「分析対象の限定性」とふるさと納税に対する取り組みに関して「特定自治体の具

体例紹介のみであること」こそが、本研究で取り組むべき先行研究の限界点であると認

識した。そこで、本研究はふるさと納税受入額の要因分析を実施することにより、先行

研究の不足部分を補う。そのため、より広範な自治体を分析対象とした実証分析を行う。 

以下、第 2 節でふるさと納税の仕組みと現状、「ふるさと納税に係る指定制度」導入

とその影響を説明する。第 3 節では本論文の分析で用いたデータの構築方法を説明す

る。第 4 節では推定結果とその解釈、そして考察を述べていく。第 5 節では、北海道紋

別市と大阪府泉佐野市を例にふるさと納税に対してどのような取り組みを行っている

のか具体的に紹介する。最後に第 6 節でまとめを述べる。 
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表 1 先行研究と本研究の分野分け一覧 

番号 分野名 著者(発行年) 先行研究の内容 

1 地方財政に

与える影響 

橋本・鈴木(2015) 情報公開による実態把握、自治体の取り組

み事例紹介の推進を主張 

橋本・鈴木(2016) 制度本来の目的に即していないこと、ふる

さと納税特有の特例控除部分の廃止を主張 

橋本(2019) ワンストップ特例制度の廃止を主張 

橋本(2023) 自治体には寄附金使途の情報公開の責務が

あると主張 

2 返礼品に着

目 

末松(2020) 返礼率競争の要因分析を実施 

土屋(2020) 返礼品競争には外部要因だけでなく内生的

要因があると主張 

武者(2023) 返礼品と観光施策の関連性を分析 

3 制度変化の

影響 

鈴木(2019) 2017 年の制度改正の影響を分析 

伊藤(2021) 2017 年から 2019 年の返礼割合を分析 

橋本・鈴木(2021) 2019 年の制度改正の影響を分析 

本研究 ふるさと納税寄附金額の要因分析を実施 

新規性：先行研究より広範な自治体を分析

対象として実証分析を実施している点 

4 ふるさと納

税制度自体

に着目 

鈴木・橋本(2017) ふるさと納税制度を黒字活用できている自

治体の特徴分析 

水田(2017) 「ふるさと納税研究会」を振り返り、ふる

さと納税制度への改善策を提示 

木村(2021) 計量的視点からふるさと納税制度を分析 

5 ふるさと納

税利用者に

着目 

西村ら(2017) アンケート調査を用いて寄附者のインセン

ティブ分析を実施 

高橋ら(2019) ふるさと納税と一般寄附の比較からふるさ

と納税が行われる要因を分析 

6 ふるさと納

税を利用す

る市区町村

に着目 

伊藤(2022) ふるさと納税利用に熱心な市区町村の特徴

分析を実施 

伊藤(2023) 市区町村間の歳入格差に対する影響を検討

し、ふるさと納税が自治体間格差を拡大さ

せる要因であることを主張 
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2. ふるさと納税の概要 

 ふるさと納税は 2007 年 5 月、当時の総務大臣の問題提起がきっかけとなり、「ふるさ

と納税制度」の創設が検討された。問題提起の内容は「今は都会に住んでいても、自分

を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があって

も良いのではないか」という内容であった（総務省、2007、1 頁）。この問題提起を受

け、ふるさと納税研究会を経て翌年の 2008 年 4 月に「ふるさと納税制度」が導入され

た。創設された 2008 年当初のふるさと納税受入件数は約 5.4 万件、その寄附金額は約

81 億円にとどまっていたが、2024 年には受入件数は約 5800 万件を超え、ふるさと納

税寄附金額は約 1 兆 2700 億円を上回った（総務省、2025-b、2 頁）。つまり、約 15 年

間でふるさと納税受入件数は約 1000 倍、寄附金額は約 150 倍に増加した。ふるさと納

税制度がここまで拡大した要因はいくつか考えられる。ふるさと納税制度設立当初、ふ

るさと納税の自己負担額は 5000 円であったが、2011 年の税制改正によって現在と同様

の自己負担額 2000 円に引き下げられた（総務省、n.d.-b、3 頁）。また、2015 年の税制

改正では、寄附金の控除額限度が 1 割から 2 割へ引き上げられた（総務省、n.d.-b、3

頁）。このようにふるさと納税は様々な制度変化が内部的要因となり、利用者の拡大や

寄附額の増加が促進された。この節では、ふるさと納税制度の仕組みと現状、そして2019

年の「ふるさと納税に係る指定制度」導入の経緯とその影響について述べる。 

 

2-1. ふるさと納税の仕組み 

 ふるさと納税制度は、寄附する自治体を納税者が任意に選択することができ、選択し

た自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、個人の年収等に応じた控除上限額の

範囲内であれば、寄附金額のうち 2000 円を超える金額に関して所得税と住民税から原

則として全額が控除される仕組みを持つ制度である（総務省、n.d.-a、1 頁）。つまり、

納税者は年間の寄附金総額に対して 2000 円を追加的に負担するだけで、自分の生まれ

故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体など任意の自治体への「寄

附」を通じて、本来自分が住む自治体に収めるべきであった住民税や所得税が「控除（還

付）」される。ふるさと納税に係る控除に関して、概要と具体例の詳細がまとめられた

図を図１で示す。 
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図 1 ふるさと納税に係る控除額の計算についての詳細 

総務省. (n.d.-a). ふるさと納税制度について. 

(https://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf)より引用 

 

 任意の自治体に寄附をすることができる「ふるさと納税」制度には 3 つの大きな意義

がある。1 つ目に「納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使

われ方を考えるきっかけとなる制度であること。それは、税に対する意識が高まり、納

税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。」、２つ目に「生まれ故郷

はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であ

ること。それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。」、最後に

「自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争

が進むこと。それは、選んでもらうに相応しい、地域の在り方をあらためて考えるきっ

かけへとつながります。」という３つの意義がある（総務省、n.d.-c）。総務省は、これら

３つの意義を「ふるさと納税」制度に込めている。 

 

 

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf
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2-2. ふるさと納税の現状 

 

 

図 2 ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（全国計） 

総務省. (2025-b). ふるさと納税に関する現況調査結果（令和 7 年度実施）. 

(https://www.soumu.go.jp/main_content/001022815.crdownload)より引用 

 

 図２は総務省（2025-b）が公開している「ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移

（全国計）」を示したグラフである。このグラフより、ふるさと納税は平成 27 年度（2015

年度）にふるさと納税受入額・受入件数ともに急増加し、令和元年度（2020 年度）は新

型コロナウイルスの影響もあり寄附受入額はやや減少しているが、寄附受入額と受入件

数ともに毎年増加傾向にあり、令和 6 年度（2024 年度）にはふるさと納税寄附金額は 1

兆 2700 億円を超えていることが読み取れる。 

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001022815.crdownload
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図 3 ふるさと納税利用市区町村数の推移 

総務省. (2025-a). 各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 6 年度）. 令和

7 年度ふるさと納税に関する現況調査について. 

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/)を用いて

筆者作成 

   

 図３は、ふるさと納税寄附金の受領実績のある市区町村数に関して、ふるさと納税導

入当初の 2008 年から 2024 年までの推移を示したグラフである。東京都特別区を含む

全 1741 市区町村のふるさと納税利用状況について、総務省が公開している（総務省、

2025-a）「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 6 年度）」

を用いて筆者独自に作成した。このグラフから、導入当初の 2008 年ではふるさと納税

寄附金の受領実績のある自治体は約 1500 市区町村にとどまっていたが、2020 年には

1741 全ての市区町村がふるさと納税を利用していることが分かる。図２（ふるさと納

税の受入額及び受入件数の推移）と図３（ふるさと納税利用市区町村数の推移）より、

ふるさと納税に関して、「ふるさと納税を利用する自治体が増加したことが要因となり、

ふるさと納税受入額・受入件数が増加した」というよりも、「ふるさと納税の寄附件数

と寄附 1 件当たりの寄附金額が増加した」と考えられるだろう。 

 

2-3. 2019 年「ふるさと納税に係る指定制度」導入とその影響 

 図２（ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移）で示されたように、ふるさと納税

は寄附金額・寄附件数ともに大きく拡大してきた。ふるさと納税がここまで拡大した背

景には幾つかの要因が考えられる。第一に自己負担額の引き下げである。ふるさと納税

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/
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制度導入当初は自己負担額が 5000 円であったが、2011 年の税制改正によって自己負担

額が 2000 円に引き下げられた（総務省、n.d.-b、3 頁）。この引き下げにより、少額の

寄附でも控除を受けやすくなり、より多くの人がふるさと納税を利用しやすくなった。 

 2015 年には、2 つの変化が起こった。1 つ目は、ふるさと納税による税の控除を受け

られる上限額が、これまでの個人住民税所得割額の 1 割から 2 割へと引き上げられたこ

とである（総務省、n.d.-b、3 頁）。この改正により、納税者は実質 2000 円の自己負担

で寄附できる金額の上限が大きく増加した。特に高所得者層にとってふるさと納税制度

の利用メリットが向上した結果、ふるさと納税の利用がさらに加速した。2 つ目は「ワ

ンストップ特例制度」の導入である。「ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な

給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金

控除を受けられる仕組みを持つ制度である（総務省、2015-a）。この特例の申請にはふ

るさと納税寄附先の自治体数が 5 団体以内であること、ふるさと納税を行う際に各寄附

先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があるが（総務省、2015-a）、

このワンストップ特例制度創設により利用者が急増した。図４は、総務省が公開したふ

るさと納税に係る寄附金税額控除の適用実績を示している（総務省、n.d.-a、1 頁）。「ワ

ンストップ特例制度」の導入が行われた平成 27 年（2015 年）と導入後の平成 28 年

（2016 年）を比較すると、控除適用人数が約 3 倍になっており、ふるさと納税の寄附

金額も 4 倍以上増加している。 

 

 

図 4 ふるさと納税に係る寄附金税額控除の近年の適用実績 

総務省. (n.d.-a). ふるさと納税制度について. 

(https://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf)より引用 

 

 このように自己負担額の引き下げや控除額限度の引き上げ、そしてワンストップ特例

制度の導入が要因となりふるさと納税は大きく拡大してきた。しかし、制度の変化によ

る利用者の利便性向上だけでなく、任意の自治体に寄附をすることで納税者が受け取る

ことができる「返礼品」の存在も、ふるさと納税拡大の大きな要因の 1 つであるだろう。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf
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納税者は寄附を行うことで、寄附先自治体より寄附のお礼として特産品など「返礼品」

を受け取ることができる。寄附をすることで特産品を受け取ることができる「お得感」

がふるさと納税を急速に拡大させている。しかし、昨今ふるさと納税の返礼品に関して

「返礼品競争の過熱化」が社会問題として指摘されている。総務省は過熱した返礼品競

争を抑制するために法的拘束力のない通知を計 4 回行ってきた。2015 年（平成 27 年）

4 月の「返礼品（特産品）送付への対応についての総務大臣通知」では、換金性の高い

プリペイドカードや高額又は寄附額に対して返礼割合の高い返礼品の送付を行わない

ように通知した（総務省、2015-b、32 頁）。2016 年（平成 28 年）4 月の「返礼品（特

産品）送付への対応についての総務大臣通知」では、金銭類似性の高いもの、資産性の

高いもの、高額又は寄附額に対して返礼割合の高い返礼品の送付を行わないように通知

した（総務省、2016、33 頁）。2017 年（平成 29 年）の通知では、「返礼割合」に関して

「社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として 3 割を超える

返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに 3 割以下とすること」と

通知した（総務省、2017、2 頁）。この年の通知で、初めて「返礼割合を 3 割以下」とい

う返礼割合規制に関する文言が追加された。2018 年（平成 30 年）には、通知に従わな

い市町村がいることに対して国民の信頼を失うことに繋がると警鐘を鳴らし、「責任と

良識ある対応を徹底するようお願いします」と通知した（総務省、2018、1 頁）。これら

の通知によって、多くの自治体が総務省の要請である「返礼割合を 3 割以下」という条

件に従った一方、一部の自治体が従わない状況が続いた。そのため、総務省は 2019 年

（平成 31 年）に「返礼品の返礼割合を 3 割以下とすること」や「返礼品を地場産品と

すること」等の条件を含めた制度改正を行った（「ふるさと納税に係る指定制度」と言

う）（総務省、2019）。この「ふるさと納税に係る指定制度」導入により、各自治体が「返

礼品の返礼割合を 3 割以下にすること」が義務化されたことになる。 

 それでは、2019 年 6 月より導入された「ふるさと納税に係る指定制度」によって、

各市区町村の返礼率はどのように変化したのだろうか。総務省が公表している「各自治

体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 5 年度）」（総務省、2024）

と、2016 年～2023 年における「返礼品の調達に係る費用」のデータを用いて、東京都

特別区を含む 1741 市区町村の「返礼率」を筆者独自に算出した。返礼率の算出方法は、

末松が使用した返礼率の算出方法と同様の方法（「返礼率＝調達費用/寄附金額」）を用

いた（末松、2020、9 頁）。返礼率の計算方法を表２に、返礼率の計算結果を図５に示

す。また、「調達費用」に関しては、総務省によって毎年公表されている「ふるさと納税

に関する現況調査」よりデータを用いている。2016 年から 2023 年までの出典先一覧に

関しては、巻末付録①に表でまとめた。 

返礼率を計算した結果、図５からも読み取ることができるように、2019 年以降ほと

んどの自治体の返礼率が「3 割以下」であった。この結果から、これまで問題視されて

きたふるさと納税返礼品競争は緩和されたと評価できる。つまり、政府が施行した 2019
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年の「ふるさと納税に係る指定制度」は、ふるさと納税返礼品競争緩和に対してプラス

の効果があったと言える。加えて、返礼率を３割以上４割未満に設定する団体が一定数

存在している結果より、先行研究で鈴木（2019、16 頁）によって述べられていた「総務

省による規制 3 割を『3 割なら許容』と認識した自治体が増加している」という評価の

裏付けになったと述べることもできるだろう。 

 

表 2 計算方法 

計算方法 

調達費用 （調達費用）＝（返礼品の調達に係る費用） 

返礼率 （返礼率）＝（調達費用）/（寄附金額） 

 

 

図 5 返礼率計算結果（2016 年～2023 年） 

総務省が公開した（総務省、2024）「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令

和 5 年度）」より「寄附金額の合計」と、総務省が公開した「ふるさと納税に関する現況調査」*1 より

「返礼品の調達に係る費用」を用いて「返礼率」を筆者独自で計算し作成 

*1 各年データの出典先一覧は巻末付録①を参照 

 

 2015 年から 4 回にわたり総務省が返礼品競争緩和のために通知を行ってきたことや、

返礼品に対して規制を設けるべきであるという議論が多く行われてきたことからも、ふ

るさと納税の寄附を受け付ける自治体にとって「返礼割合」の要素はより多くの寄附金

を集めるうえで重要な要素を持っていることが分かる。しかし、2019 年の「ふるさと納

税に係る指定制度」導入によって、自治体は「返礼率以外」の要素で他の自治体との差

別化を行う必要性が生まれた。他の自治体との差別化を行う上で、それぞれの自治体は

どのような要素でふるさと納税に取り組んでいくのだろうか。本論文では、2019 年の

「ふるさと納税に係る指定制度」導入以降、各自治体は返礼率以外の要素で競争をする

必要が生まれ、それがふるさと納税寄附金額にどのように影響しているのかを分析して
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いく。「返礼率以外」の要素として、納税者が寄附をした寄附金の使用用途の明確性、返

礼品の品質、各自治体のふるさと納税に対する広報活動などが考えられる。次節より、

これらの要素がふるさと納税寄附金額に与える影響力を分析する。 

 

3. 実証分析の方法論 

 この節では、実証分析を行うための方法論について検証仮説や分析モデル、実証分析

に用いた説明変数に関して詳しく説明していく。 

3-1. 理論的背景と検証仮説 

 前節でも述べたように、ふるさと納税の対象地域になる自治体は、2019 年の税制改

正による「ふるさと納税に係る指定制度」の導入（以下、「2019 年制度改正」とする）

によって「返礼品の返礼割合を 3 割以下とすること」や「返礼品を地場産品とすること」

等の規則に従うことが義務化された。これにより、これまで各自治体は返礼率競争を加

速させてきたが、「返礼率以外」の要素で競争することが強いられた。「返礼率以外」の

要素で競争相手自治体との差別化を行うことで、各自治体のふるさと納税寄附金に対し

てどのような影響があったのだろうか。このような問いに対して実証的に分析を行って

いく。「返礼率以外」の要素として、納税者が寄附をした寄附金の使用用途や活用実績

の明確性、返礼品の品質、各自治体のふるさと納税に対する広報活動などを挙げる。ま

た、各市区町村のふるさと納税受入金額は、返礼率以外の要素向上により積極的に取り

組んだ団体の方がより多く集めることができると仮説を立てる。 

 分析について説明を行う前に、今回の分析の「問い」と「仮説」を改めて整理する。

まず問いとして、「2019 年制度改正（「ふるさと納税に係る指定制度」の導入）によって

返礼率が制限されたことで、各自治体は返礼率以外の要素で競争を行うこととなり、そ

れらの要素がふるさと納税寄附金額にどのような影響を及ぼしているのか」という問い

を立てた。この問いに対して、本研究では「2019 年制度改正以降、返礼率以外の要素向

上（サイト運営や地域ブランドの強化など）に積極的に取り組んだ自治体ほど、より多

くの寄附金を集めることができている」という仮説を設定した。 

 

3-2. 分析モデル 

 本論文では、総務省が公開している「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平

成 20 年度～令和 5 年度）」を用いて（総務省、2024）、2023 年度のふるさと納税受入金

額に対しての影響を分析する。2023 年度の受入金額に対する影響を分析していくため、

「返礼率以外」の要素として挙げる説明変数は 2022 年度（または 2022 年まで）の状況

を用いる。つまり、2022 年の自治体のふるさと納税に対する広報活動やサイト状況な

どが 2023 年の寄附金額にどのように影響を与えたのか分析する。分析には、ふるさと
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納税受入金額（𝑌𝑖2023）に関する回帰分析を用いる。推定式は以下の通りである。また、

推定式に用いる変数の説明は表３にまとめる。 

 

推定式 

𝑌𝑖2023 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖2022 + 𝛽2𝑋2𝑖2022 + 𝛽3𝑋3𝑖2022 + 𝛽4𝑋4𝑖2022 + 𝛽5𝑋5𝑖2022 + 𝛽6𝑋6𝑖2022

+ 𝛽7𝑋7𝑖2022 + 𝛽8𝑋8𝑖2022 + 𝛽9𝑋9𝑖2022 + 𝛽10𝑋10𝑖2022 + 𝛽11𝑋11𝑖2022

+ 𝛽12𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖2022 + 𝛽𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖2022 + 𝜀𝑖2022 

 𝛽は𝛽13から𝛽59のベクター（47 都道府県） 

 

表 3 推定式に用いた変数の説明 

変数 変数の説明 

𝑌𝑖2023 2023 年度の各市区町村（i）のふるさと納税受入金額 

𝑋1𝑖2022 2022 年度納税者によって各市区町村（i）が寄附されたふるさ

と納税寄附金の使用用途の明確性 

𝑋2𝑖2022 ふるさと納税ポータルサイトの掲載数（i：各市区町村） 

𝑋3𝑖2022 ふるさと納税特設サイトの有無（i：各市区町村） 

𝑋4𝑖2022 2022 年「優良ふるさと食品中央コンクール表彰」受賞の有無

（i：各市区町村） 

𝑋5𝑖2022 「地理的表示保護制度」野菜・穀物類（i：各市区町村） 

𝑋6𝑖2022 「地理的表示保護制度」果物（i：各市区町村） 

𝑋7𝑖2022 「地理的表示保護制度」食肉（i：各市区町村） 

𝑋8𝑖2022 「地理的表示保護制度」魚介類（i：各市区町村） 

𝑋9𝑖2022 「地理的表示保護制度」加工食品（i：各市区町村） 

𝑋10𝑖2022 「地理的表示保護制度」その他（i：各市区町村） 

𝑋11𝑖2022 市区町村別人口（i：各市区町村） 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖2022 災害ダミー（i：各市区町村） 

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖2022 都道府県ダミー（i：各市区町村） 

 

3-2-1. 説明変数について 

 ここでは、今回の分析で使用した 13 個の説明変数に関してデータの構築方法など詳

しく説明する。13 個の説明変数を大きく 5 つの分野に分けて述べる。①寄附金使用用

途の明確性、②ふるさと納税に関する広報活動、③返礼品の品質、④災害ダミー、⑤自

治体間の格差を統制するコントロール変数、以上の 5 つの分野に分けた。以下より各説

明変数に関して詳しく説明する。 
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① 寄附金使用用途の明確性 

まず初めに、「2022 年度納税者によって各市区町村に寄附されたふるさと納税寄附金

の使用用途の明確性」に関して説明する。本変数は、各市区町村における寄附金の使途

（使用用途・目的・活用実績などを含む）の明確性を定量化するために作成した変数で

ある。具体的には、筆者が独自に策定した評価基準に基づき、全 1741 市区町村の公式

ホームページ及びふるさと納税に関する特設サイトを調査し、評価した。評価は、使途

の明確性に応じて 0 点、5 点、7.5 点、10 点の 4 段階評価で行い、得られた点数を分析

に用いた。筆者独自に策定した評価基準の点数定義に関しては、表４の通りである。ま

た、実際にどのように公開している状況が各得点（0 点、5 点、7.5 点、10 点）に該当

するかについて、具体例を巻末付録②で紹介している。 

 

表 4 「ふるさと納税寄附金使用用途の明確性」数値化における得点定義 

得点 定義内容 

10 点 1) ふるさと納税寄附金を活用した事業における具体的な使用金額が公開

されている 

または 

2) 納税者が指定した寄附金指定先の内訳が具体的に公開されている 

7.5 点 ふるさと納税寄附金を活用した事業は公開されているが、使用金額の具体

的な内訳が公開されていない 

5 点 1) 納税者が指定できる寄附金使用目的の公開のみ 

または 

2) 年度で受け入れたふるさと納税金額の合計は公開されているが、その内

訳が公開されていない 

0 点 納税者が指定できる寄附金使用目的が公開されていない 

 

② ふるさと納税に関する広報活動  

 続いて、「ふるさと納税ポータルサイトの掲載数」に関して説明する。納税者からふ

るさと納税の寄附を受け付けるために、それぞれの市区町村は「ポータルサイト」を活

用している。代表的なふるさと納税ポータルサイトは「さとふる」や「ふるさとチョイ

ス」などがある。各市区町村のホームページ又はふるさと納税に関する特設サイトを確

認し、それぞれの自治体がふるさと納税を受け付けるために掲載登録をしているポータ

ルサイトの数を調査した。今回は、2025 年 8 月末時点で掲載登録を行っていると確認

できたポータルサイトの数を「2022 年時点での掲載数」と仮定して使用している。ここ

で、ふるさと納税の寄附を受け付けるためにポータルサイトに掲載登録をしているにも

かかわらず、市区町村のホームページやふるさと納税特設サイトに掲載登録の紹介が無
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い場合は、ポータルサイト掲載数のカウントに含めないこととする。この説明変数（ふ

るさと納税ポータルサイトの掲載数）は「各自治体が、どの程度ふるさと納税の広報活

動に尽力しているのか」を測る指標として用いている。「各自治体のホームページやふ

るさと納税特設サイトに紹介されていない」という状況は「ふるさと納税の広報活動に

尽力していない」と判断した。そのため、自治体ホームページ等に掲載登録の紹介が無

いポータルサイトはカウントに含めていない。 

 自治体のふるさと納税広報活動に対する尽力度合を考えるにあたり、それぞれの市区

町村が「ふるさと納税に関しての特設サイト」を設けているか否かを分析項目の１つと

して含めるべきではないかと考えた。市区町村の中には、ふるさと納税に関して各自治

体のホームページでの紹介に留まらず、「ふるさと納税特設サイト」として自治体独自

のふるさと納税への取り組みを紹介するサイトを設けている団体もある。そこで、「特

設サイト」の有無が与える影響力を分析することにした。ふるさと納税ポータルサイト

の掲載数と同様に、2025 年 8 月末時点での状況を 2022 年も同様のサイト状況であった

と仮定している。「特設サイト」の定義に関しても筆者独自で定義を設定した。次に示

す①から③の３つのうち、１つでも該当する場合は「特設サイト」として判断する。①

各市区町村独自のふるさと納税に関する特設サイトがある、②各市区町村のホームペー

ジ内またはページのタイトルに「ふるさと納税特設サイト」の文字がある、③各自治体

で独自のふるさと納税寄附受付サイトがある、以上の 3 つである。この定義をもとに分

析対象である 1741 全ての自治体の現状を調査した。定義に基づいてふるさと納税特設

サイトを設置していると判断できた場合には「１」、設置していないと判断した場合に

は「０」とした。巻末付録③では、定義①から③について「特設サイト」に該当するサ

イトの具体例を紹介する。 

 

③ 返礼品の品質 

 それぞれの市区町村のふるさと納税に対する広報活動だけでなく、ふるさと納税の特

徴の１つである「返礼品」に関する変数を分析に含める必要性があるだろう。今回、「返

礼品の品質」を説明変数として含めるため、「優良ふるさと食品中央コンクール」と「地

理的表示保護制度」の２つを「返礼品の品質」の代替指数として用いることとした。ま

ず、「優良ふるさと食品中央コンクール」について説明する。これは、一般財団法人食品

産業センター主催のコンクールで、「全国各地で生産されている『ふるさと食品』（地域

の特性を生かして生産される食品）の中で、製造・加工に関する新技術等による品質の

向上および地域で生産される農林水産物の加工利用の面等において特に優れた成果を

上げたモノを表彰する」コンクールである（食品産業センター、n.d.-a）。今回、食品産

業センターが公開している「令和 4 年度/第 35 回受賞食品」（食品産業センター、n.d.-

b）より、2022 年の「優良ふるさと食品中央コンクール」受賞自治体の調査を行った。

2022 年にこの賞を受賞した食品の生産地である自治体を「１」、それ以外の自治体を「０」
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としてデータを作成した。 

次に、「地理的表示保護制度」に関して説明する。この制度は、地理的表示（GI：

Geographical Indication）を生産地・特性・生産方法等の基準とともに登録し、登録さ

れた商品等を保護する制度である（日本地理的表示協議会、n.d.）。地理的表示とは、「そ

の地域ならではの特性を持つ産品の名称」である（日本地理的表示協議会、n.d.）。「地

理的表示保護制度」を持つ食品の代表例として「越前がに」や「神戸ビーフ」などがあ

り（日本地理的表示協議会、n.d.）、この制度を保有する食品は多くの消費者が安心して

購入することができているだろう。消費者に品質が信頼できるという安心感を与えるこ

とのできる「地理的表示保護制度」には「野菜・穀物類」、「果物」、「食肉」、「魚介類」、

「加工食品」、「その他」という６つの項目がある。６つの項目それぞれについて、2022

年までに登録されたものを保有している自治体であるか否かを数値化した。例えば「野

菜・穀物類」に関して、2022 年までに保護を受けた野菜・穀物類の生産地である市区町

村を「１」、それ以外の市区町村を「０」とした。「野菜・穀物類」以外の５つの項目に

関しても同様の方法でデータを作成している。 

 

④ 災害ダミー  

 ふるさと納税では、納税者が任意の自治体を選択して寄附を行うことができる。しか

し、自然災害等が発生した場合に被災した自治体は報道等を通して納税者から返礼品を

求めない「義援目的の寄附」が多く寄せられるだろう。このような「義援目的の寄附金」

を統制するために「災害ダミー」を分析に用いる必要があると考えた。今回は、2022 年

に石川県で発生した地震を「災害ダミー」として用いている。2022 年 5 月 5 日に最大

震度６強の地震が石川県能登地方で発生した。石川県が公表している資料（「5 月 5 日

の能登地方を震源とする地震による被害等の状況について（第 14 報）」）より、「令和 5

年 5 月 5 日 14 時 42 分発生の地震」で「震度４以上」を観測した市町村であるか否かと

いうダミー変数を作成した。今回の地震で震度４以上を観測した市町村は全部で 12 市

町であった（石川県、2023、2 頁）。石川県金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、

羽咋市、かほく市、能美市、志賀町、中能登町、能登町、穴水町、以上の 12 市町であ

る（石川県、2023、2 頁）。 

 

⑤ 自治体間の規模の格差を統制するコントロール変数 

 自治体がより多くのふるさと納税ポータルサイトで掲載を開始することや、ふるさと

納税特設サイトを独自に設けるためには十分な資金が必要であり、規模の大きい自治体

の方が規模の小さな自治体よりも容易かつ積極的に取り組むことができるだろう。より

正確な分析を行うためには、この「自治体間の規模の違い」を統制することが必要不可

欠になってくる。自治体間の規模の大小を統制するために「市区町村別人口」と「都道

府県ダミー」の 2 つの変数を分析に導入した。「市区町村別人口」は、市区町村に存在
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する規模の違いを統制する目的で「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調

査」より「【総計】市区町村別人口、人口動態及び世帯数」を参照し（e-Stat、2022）、

2022 年の市区町村別人口データを用いた。一方、「都道府県ダミー」は都道府県間の規

模の違いを統制する目的で分析に用いている。47 都道府県すべてに関して、ダミー変数

を作成した。 

 以上が、今回の分析に用いた 13 個の説明変数の具体的な説明である。本論文で採用

した各変数の定義とその出典は、巻末付録④に一覧でまとめている。次節より、回帰分

析の推定結果とその解釈、そして分析から考えられる考察について述べていく。 

 

4. 推定結果と解釈と考察 

 この節では、前節で説明した方法論と推定式に基づき、設定した被説明変数（「2023

年度の各市区町村のふるさと納税受入金額」）と前節で説明した説明変数を用いて回帰

分析を行った結果について述べていく。結果を示す前に、被説明変数と説明変数につい

て回帰分析を行う際に用いた変数名を表５にまとめた。 

 

表 5 回帰分析で用いた変数名一覧 

変数名 回帰分析で用いた変数名 

2023 年度の各市区町村のふるさと納税受入金額（千円） Donation 

2022 年度納税者によって各市区町村に寄せられたふる

さと納税寄附金使用用途の明確性 

Score 

ふるさと納税ポータルサイトの掲載数 Site 

ふるさと納税特設サイトの有無 SpecialSite 

2022 年「優良ふるさと食品中央コンクール表彰」受賞の

有無 

Award 

「地理的表示保護制度」野菜・穀物類 Vegetable 

「地理的表示保護制度」果物 Fruit 

「地理的表示保護制度」食肉 Meat 

「地理的表示保護制度」魚介類 Fish 

「地理的表示保護制度」加工食品 ProcessedFood 

「地理的表示保護制度」その他 Other 

災害ダミー Disaster 

市区町村別人口 Population 

47 都道府県ダミー 47 都道府県それぞれロー

マ字表記 
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4-1. 推定結果 

 推定結果は、表６に示す。表６で用いている変数名に関しては、表 5 で示した「回帰

分析で用いた変数名」を用いて記載している。また、被説明変数・説明変数に関して平

均値（mean）、標準偏差（sd）、最小値（min）、最大値（max）、中央値（median）を算

出した記述統計表を表７に示す。表６と表７に示している数値はすべて小数第３位を四

捨五入した結果である。ここで、「47 都道府県ダミー」に関して、この変数は都道府県

間の規模の違いを統制するコントロール変数であるため、表６の推定結果と表７の記述

統計表では省略している。 

 

表 6 推定結果 

VARIABLES Donation（千円） Standard Error 

     

Score 16,006 (10,585) 

Site 58,961*** (6,771) 

SpecialSite 606,531*** (88,181) 

Award 158,054 (221,236) 

Vegetable -123,374 (164,720) 

Fruit -32,658 (312,945) 

Meat -460,636 (400,270) 

Fish 763,055** (315,249) 

ProcessedFood -197,888 (285,833) 

Other 239,620 (339,177) 

Disaster 170,438 (653,656) 

Population 0.405** (0.184) 

     

Observations 1,741  

R-squared 0.161  

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

本推定においては、都道府県固定効果を含んでいる。係数値省略。 

   

表 7 変数の記述統計表 

 mean sd min max median 

Donation（千円） 632908.28 1469399.90 0.00 19384043.60 209615.53 

Score 6.85 3.30 0.00 10.00 5.00 
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Site 9.46 5.30 0.00 36.00 9.00 

SpecialSite 0.19 0.39 0.00 1.00 0.00 

Award 0.02 0.15 0.00 1.00 0.00 

Vegetable 0.05 0.21 0.00 1.00 0.00 

Fruit 0.05 0.22 0.00 1.00 0.00 

Meat 0.21 0.41 0.00 1.00 0.00 

Fish 0.02 0.15 0.00 1.00 0.00 

ProcessedFood 0.16 0.36 0.00 1.00 0.00 

Other  0.03 0.17 0.00 1.00 0.00 

Disaster 0.01 0.08 0.00 1.00 0.00 

Population 72324.47 188834.87 170.00 3755793.00 23490.00 

 

推定の結果、「Donation（2023 年度の各市区町村のふるさと納税受入金額）」に対し

て、「Site（ふるさと納税ポータルサイトの掲載数）」と「SpecialSite（ふるさと納税特設

サイトの有無）」、そして「Fish（『地理的表示保護制度』魚介類）」が統計的に有意に効

果を与えることが分かった。表 6 より「Population（市区町村別人口）」も統計的に有意

であると結論付けることができるが、今回の分析で「Population（市区町村別人口）」は

自治体間格差を統制するためのコントロール変数であるため、これ以降の解釈等で統計

的に有意である変数に関して述べる際には除外している。 

 

4-2. 解釈 

 ここでは、推定結果より統計的に有意であると評価できた 3 つの説明変数に対して、

結果の解釈を行っていく。 

 第一に、「Site（ふるさと納税ポータルサイトの掲載数）」に関して述べる。「Site（ふ

るさと納税ポータルサイトの掲載数）」は推定の結果、係数が「58,961」であった。

「Donation（2023 年度の各市区町村のふるさと納税受入金額）」の単位が千円であるこ

とを含めると、寄附を受け付けるポータルサイトの掲載数を 1 つ増やした場合、該当自

治体のふるさと納税寄附金額は約 58,961,000 円（約 5900 万円）増加する。次に、

「SpecialSite（ふるさと納税特設サイトの有無）」に関して説明する。「SpecialSite（ふ

るさと納税特設サイトの有無）」の係数は「606,531」であった。つまり、ある自治体が

ふるさと納税に関する特設サイトを設けると、その団体の寄附金額は約 606,531,000 円

（約 6 億円）増加する。最後に、「Fish（『地理的表示保護制度』魚介類）」に関して述

べる。「Fish（『地理的表示保護制度』魚介類）」の係数は「763,055」であった。魚介

類に対する「地理的表示保護」を取得すると、該当自治体のふるさと納税寄附金額は約

763,055,000 円（約 7.6 億円）増加する。 
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以上のように解釈することができ、統計的に有意であると結論付けることができるこ

れらの 3 つの説明変数が、各自治体のふるさと納税寄附金に与える影響力がかなり大き

いものであることが分かるだろう。 

 

4-3. 考察 

  ここでは、推定結果と解釈から考えられる考察を説明する。推定結果より、「ふるさ

と納税ポータルサイトの掲載数」、「ふるさと納税特設サイトの有無」、そして「魚介類

に関する『地理的表示保護制度』の有無」の 3 つの説明変数が統計的に有意であること

が示された。また分析の解釈から、これらの変数が各自治体のふるさと納税寄附金額に

与える影響力はかなり大きいことも確認できた。 

 以上の結果から、ふるさと納税制度が本来の意義に沿う形に変化していると言うこと

ができると考える。かつての高い返礼率で多くの寄附を集めていた状況は、「自治体を

応援するための寄附」というより「自治体からお得な返礼品を貰うための寄附」となっ

ていただろう。その結果として過度な返礼品競争が加速したが、2019 年制度改正によ

り全ての自治体が「返礼割合 3 割以下」という規制に従うことが義務化された。本分析

で有意と示された変数は、自治体による情報発信への積極度や地域ブランドの向上を示

す指数である。この規制強化によって、総務省（n.d.-c）が掲げる「自治体が国民に取組

をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。それは、

選んでもらうに相応しい、地域の在り方をあらためて考えるきっかけへとつながりま

す。」という意義に即した制度に近づいていると推測される。 

 これまでの先行研究では、ふるさと納税制度の改善策として寄附金使途の明確化や広

報活動の強化などが議論されてきた。その一方で、返礼率以外の要素が各自治体のふる

さと納税寄附金額に与える影響についての実証分析は十分に行われてこなかった。この

先行研究の限界性に対して、本論文ではより広範な自治体を分析対象とした実証分析を

行った点に新規性と独自性がある。分析結果より、3 つの説明変数が各自治体のふるさ

と納税寄附金に大きく影響を与えることが証明できた。また、本研究の「2019 年制度改

正後、各自治体のふるさと納税受入金額は、返礼率以外の要素向上に積極的に取り組ん

だ自治体の方がより多く集めることができる」という検証仮説に対しても、分析結果よ

り、設定した仮説は支持されたと結論づけることができるだろう。 

5. ケーススタディ分析 

 ここでは、ふるさと納税に対して各自治体が具体的にどのような取り組みを行ってい

るのかに関して、２つの自治体を取り上げて説明する。2 つの自治体のふるさと納税に

対する取り組みを紹介していくが、その２つの自治体を選定した方法は次の通りである。

今回の分析で構築した「ポータルサイトの掲載数」と「2023 年度の各市区町村のふるさ
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と納税受入金額」のデータを用いて、両者の関係を示す散布図を作成し、「ポータルサ

イトの掲載数」が「ふるさと納税受入金額」に対して効果的に影響を与えている自治体

を特定した。まず初めに、「ポータルサイトの掲載数」と「2023 年度の各市区町村のふ

るさと納税受入金額」の関係を示す散布図を以下に示す（図６）。 

 

 

図 6 「ポータルサイト掲載数」と「2023 年度ふるさと納税受入金額（千円）」 

の関係を示す散布図 

筆者独自に調査した市区町村別「ポータルサイト掲載数」の結果と総務省が公表している「各自治体

のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 5 年度）」（総務省、2024）より筆者作成 

 

 図６の散布図より、赤丸で記している 2 つの自治体は「ポータルサイトの掲載数」が

「ふるさと納税受入金額」に対して効果的に影響を与えている自治体であると評価でき

る。この 2 つの自治体は、「北海道紋別市」と「大阪府泉佐野市」である。それぞれの

自治体が、「返礼率以外」の要素に関してどのような取り組みを行っているのか具体的

に述べていく。具体的な取り組みに関して説明をする前に、それぞれの市について「人

口」や「産業構造」など基本情報の紹介と比較を行う。 

北海道紋別市はオホーツク海に面し、流氷が接岸する寒冷な地域で水産・森林資源が

豊富であるという特徴を持ち、その地理的特徴から水産業や農林業などが主要な産業と

されている（紋別市、2023）。紋別市の人口は約 2 万人である（紋別市、2026）。一方、

大阪府泉佐野市は大阪湾に面し、自然に恵まれた温暖な気候である。人口は約 10 万人

で、商業・工業・農業・漁業がそれぞれバランスよく栄えてきた点に加えて、関西国際

空港を擁していることから、商業・サービス業が盛んである特徴を持つ（泉佐野市、2024）。

北海道紋別市↓ 

←大阪府泉佐野市 
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また、伝統的な泉州タオルなどの繊維産業も泉佐野市の主要産業の 1 つである（泉佐野

市、2021）。泉佐野市の人口は約 10 万人と紋別市の 5 倍近くであることから、2 つの市

の人口規模には大きな差があると言えるだろう。また、これらの基本情報を用いて 2 つ

の市を比較すると、第一次・第二次産業が基幹産業である北海道紋別市と、繊維産業か

ら商業・サービス業までを主要産業とする大阪府泉佐野市、2 つの市の主要産業面から

も自治体間規模は大きく異なっていると考えられる。つまり、北海道紋別市と大阪府泉

佐野市は、人口面でも主要産業面でも自治体の規模間に違いがある。表８は、上記で説

明した基本情報を簡略的にまとめた表である。 

 

表 8 北海道紋別市と大阪府泉佐野市の基本情報比較 

 北海道紋別市 大阪府泉佐野市 

地理的特徴 オホーツク海に面し、流氷が接

岸する寒冷な地域。豊富な水産・

森林資源がある 

大阪湾に面し、温暖な気候。関西

国際空港を擁する 

人口 約 2 万人 約 10 万人 

主要産業 水産業、農林業など 商業・サービス業、繊維産業など 

 

 以下より、北海道紋別市と大阪府泉佐野市の 2 つの市がふるさと納税に対してどのよ

うな取り組みを行っているのか具体的に説明する。 

 

5-1. 北海道紋別市 

 まず初めに、北海道紋別市について説明する。基本情報でも述べた通り、紋別市はオ

ホーツク海沿岸のほぼ中心に位置し、水産業や農林業などを主要産業としている（紋別

市、2023）。総務省が公開した「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20

年度～令和 5 年度）」より（総務省、2024）、紋別市の 2023 年度ふるさと納税寄附受入

金額は約 192 億円と 2023 年度の全市区町村の中で第 2 位の寄附金額であった。回帰分

析の際に構築したデータより、紋別市の「Site（ふるさと納税ポータルサイトの掲載数）」

と「SpecialSite（ふるさと納税特設サイトの有無）」、そして「Fish（「地理的表示保護制

度」魚介類）」の状況を述べる。紋別市では全 25 個のふるさと納税ポータルサイトに掲

載登録を行っている。また、自治体独自のふるさと納税特設サイトを設けているが、魚

介類に関する地理的表示保護を保有した食材はなかった。紋別市では、「紋別市ふるさ

と納税パンフレット」を自治体独自に作成し、そのウェブ版を紋別市のホームページに

て公開している（紋別市、2024）。「紋別市ふるさと納税パンフレット」の内容は主に次

の 4 つである。①寄附金の使い道と活用実績、②紋別市のふるさと納税インスタグラム

キャンペーン、③紋別市のお礼の品、④紋別市ふるさと納税受付サイト＆事業支援パー



29 

 

トナー、以上の 4 つであった（紋別市、n.d.、1 頁）。今回は 4 つの内容の中でも、「紋

別市のふるさと納税インスタグラムキャンペーン」と「紋別市ふるさと納税受付サイト

＆事業支援パートナー」の２つの内容に着目し、紋別市のふるさと納税に対する取り組

みの特徴を分析する。 

 1 つ目の取り組み「紋別市のふるさと納税インスタグラムキャンペーン」について説

明する。紋別市は、2020 年にふるさと納税公式インスタグラムを開設し、現在（2026

年 1 月 20 日）までに 310 回の投稿を行っている（北海道紋別市ふるさと納税 Instagram、

n.d.）。2022 年の 1 年間の活動に注目すると、1 年間で 63 回の投稿を行ったことが確認

できた（北海道紋別市ふるさと納税 Instagram、n.d.）。インスタグラムを開設した 2020

年から毎年実施されている企画が、「紋別市ふるさと納税インスタグラムキャンペーン」

である。このキャンペーンでは、納税者が寄附をして受け取った返礼品の写真を指定の

ハッシュタグを付けて投稿をすると、抽選で紋別市からさらにお礼の品を受け取ること

ができるキャンペーンである（紋別市、n.d.、9 頁）。実際にキャンペーンに参加した納

税者の人数や投稿数などの数値的情報は公開されていないが、インスタグラム上で指定

のハッシュタグ（「＃おいしい紋別自慢」）を検索すると、寄附者による投稿を数多く確

認することができた。 

 次に「紋別市ふるさと納税受付サイト＆事業支援パートナー」に関して説明する。紋

別市が作成しているパンフレットの中に、市がふるさと納税を受け付けている 25 個の

ポータルサイトと業務支援パートナーの担当者が、紋別市のおすすめの返礼品を紹介し

ているページがある（紋別市、n.d.、27-28 頁）。このように、ふるさと納税代行業者や

業務支援パートナーの担当者自らおすすめの返礼品を紹介している自治体は多くなく、

納税者にとって選択の参考になると考えられる。 

 以上が、北海道紋別市のふるさと納税に対する具体的な取り組みである。特に、イン

スタグラムを活用した「紋別市ふるさと納税インスタグラムキャンペーン」は紋別市独

自の活動であった。これらの分析から、紋別市のふるさと納税は納税者が寄附を行うだ

けでなく、納税者自身が紋別市のふるさと納税の広報活動に協力する仕組みを構築する

ことができていると評価する。 

 

5-2. 大阪府泉佐野市 

 次に、大阪府泉佐野市の取り組みについて分析を行う。大阪府泉佐野市は、豊かな自

然に恵まれた環境から商業・工業・農業・漁業がバランスよく栄えてきたことに加えて、

関西国際空港の開港に伴いサービス業も主要産業の 1 つになった（泉佐野市、2024）。

「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 5 年度）」より（総

務省、2024）、泉佐野市の 2023 年度ふるさと納税寄附金額は約 175 億円で、2023 年度

全市区町村の中で第 3 位の寄附金額であった。まず、回帰分析の際に構築したデータを
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用いて「Site（ふるさと納税ポータルサイトの掲載数）」と「SpecialSite（ふるさと納税

特設サイトの有無）」、そして「Fish（『地理的表示保護制度』魚介類）」の状況を述べる。

泉佐野市は 26 個のポータルサイトで寄附を受け付けており、自治体独自のふるさと納

税特設サイトを設けている。ただし、泉佐野市は紋別市と同様に魚介類に関しての地理

的表示保護は保有していない。今回、泉佐野市が設けているふるさと納税に関する特設

サイト（さのちょく）より「いてまえ！泉佐野」と「＃ふるさと納税 3.0」という 2 つ

の取り組みについて分析を行っていく。 

 「いてまえ！泉佐野」では、泉佐野市の人気のお礼の品を生産する事業者へのインタ

ビューを公開している（さのちょく、2022）。インタビューの内容は、生産者の返礼品

に対する想いやこだわり、挑戦、取り組んでいる活動など多岐にわたる。2022 年は 3 つ

の記事が公開されていた（さのちょく、2022）。ふるさと納税の返礼品を生産する生産

者にインタビューを行っている自治体は多くなく、納税者が生産者の想いを知る貴重な

きっかけになっているだろう。 

 次に、「＃ふるさと納税 3.0」に関して説明する。「＃ふるさと納税 3.0」は泉佐野市の

取り組みの中で最も特徴的な活動であり、2020 年 11 月に泉佐野市が導入を開始した

「ふるさと納税型クラウドファンディング」である（泉佐野市、2025、1 頁）。このふる

さと納税型クラウドファンディングを通して行った寄附でも、ふるさと納税による住民

税等の控除の対象に含まれる。2022 年度には約 43.1 億円のふるさと納税型クラウドフ

ァンディングが集まり（泉佐野市、2025、1 頁）、総務省が公開している「各自治体のふ

るさと納税受入額及び受入件数（平成 20 年度～令和 5 年度）」より 2022 年度泉佐野市

の受入金額は約 137 億円であったことから（総務省、2024）、この金額は泉佐野市に寄

せられたふるさと納税寄附金額全体の約 31％を占めていることが分かる。「＃ふるさと

納税 3.0」は次に説明する 5 つのステップで寄附を受け付け、返礼品の送付を行ってい

る。①返礼品（寄附先）を選定、②寄附（クラウドファンディング）、③事業者は目標金

額達成後に事業開始、④泉佐野市から事業者へ補助金の交付、⑤寄附者は返礼品を受け

取る、以上の５つのステップである（さのちょく、n.d.-a）。クラウドファンディングは

自分自身が応援したい事業に直接資金を投じることができるため、このふるさと納税型

クラウドファンディングによる寄附を通して、寄附者（納税者）は「自らの寄附が街づ

くりに貢献している」という意識をより強く感じることができるのではないだろうか。

しかし、通常のふるさと納税ポータルサイトを通して行った寄附とどのような点が異な

るのだろうか。ふるさとチョイスによる寄附の場合と「#ふるさと納税 3.0」による寄附

の場合を、実際に提供されている返礼品を具体例に用いて比較していく。今回は、どち

らも「株式会社ヤッホーブルーイング」の「よなよなエール 12 缶」を返礼品とする寄

附を行うことを想定する。通常、オンラインサイトで購入する場合は 12 缶 3,999 円で

購入することができる（よなよなの里、n.d.）。表９は「ふるさとチョイス」を通した寄

附と「#ふるさとの納税 3.0」を通した寄附に関して、「寄附金額」、「還元率」、そして「寄
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附金使途の選択」の観点から２つの寄附を比較した結果を示した表である。「還元率」

に関しては、返礼率との違いや求め方を巻末付録⑤で詳しく説明する。 

 

表 9 「ふるさとチョイス」と「#ふるさと納税 3.0」の比較 

 ふるさとチョイス*3 #ふるさと納税 3.0*4 

寄附金額 10,000 円 9,000 円 

還元率 3,999*2 ÷ 10,000 × 100=39.9

（%）（小数第 3 位四捨五入） 

3,999*2 ÷ 9,000 × 100=44.4

（%）（小数第 3 位四捨五入） 

寄附金使途の選択 泉佐野市が提供している「選べ

る使い道」から納税者自身が選

択をすることが可能 

自動的に【CF5 期「ヤッホー

ブルーイング大阪醸造所 よ

なよなビアライズ」創造プロ

ジェクト（又は市長におまか

せ）】となる*5 

*2 よなよなの里. (n.d.). (https://yonasato.com/ec/product/detail/yonayonaale/) 

*3 ふるさとチョイス. (n.d.). (https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27213/5553810) 

*4 さのちょく. (n.d.-b). (https://furusato-

izumisano.jp/3/itemdetail.php?id=3b74983506ac32a9a6c658bc5e773b22） 

*5 さのちょく. (n.d.-c). (https://furusato-

izumisano.jp/3/detail.php?id=9b9b8efb06c6f300c42cac897903518c)より筆者独自に算出し表を作成 

 

両サイトの寄附は、「寄附金使途の選択」において明確な相違がみられる。通常のポー

タルサイト（ふるさとチョイスなど）を通じた寄附では、納税者自身が複数の選択肢の

中から寄附金の使用先を選ぶことができる。泉佐野市の場合、寄せられた寄附金は、ま

ず納税者が選択したプロジェクトのための基金に積み立てられ、その後、積み立てた基

金から具体的な事業の費用として利用される。泉佐野市は、「まなびプロジェクト」、「未

来を創る教育プロジェクト」など約 25 個の選択肢（プロジェクト）が用意されている

（ふるさとチョイス、n.d.）。この方法は、納税者に寄附金使途に関する「プロジェクト

の選択の自由」を提供するが、当該プロジェクト内において複数の事業のうちどの事業

に納税者の寄附金が使用されたのかは不明である。つまり、納税者による寄附金が直接

的に使用された具体的な事業は、積み立てられた基金からの支出となるため、明確に把

握しにくいという側面を持つ。一方、「#ふるさと納税 3.0」（ふるさと納税型クラウドフ

ァンディング）を通じた寄附は、特定のクラウドファンディング事業に自動的に充当さ

れる仕組みとなっている（さのちょく、n.d.-c）。この違いは、納税者の意識に影響を及

ぼすのではないだろうか。通常のポータルサイトによる寄附は、寄附金使用先に関して

「選択の自由」を提供する。その一方、「#ふるさと納税 3.0」による寄附は、寄附金の

使途が初めから明確である。そのため、納税者は「どのような事業に、どれだけ貢献し

https://yonasato.com/ec/product/detail/yonayonaale/
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27213/5553810
https://furusato-izumisano.jp/3/itemdetail.php?id=3b74983506ac32a9a6c658bc5e773b22
https://furusato-izumisano.jp/3/itemdetail.php?id=3b74983506ac32a9a6c658bc5e773b22
https://furusato-izumisano.jp/3/detail.php?id=9b9b8efb06c6f300c42cac897903518c
https://furusato-izumisano.jp/3/detail.php?id=9b9b8efb06c6f300c42cac897903518c
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たのか」をより具体的に把握できる。その結果、納税者に対して「自治体への貢献意識」

をより強く喚起する効果が期待できるだろう。 

 また、泉佐野市では上記で紹介した活動以外にも公式 SNS を活用した広報活動も行

っている。2021 年よりふるさと納税公式インスタグラムを開設し、現在（2026 年 1 月

20 日）までに 663 回の投稿を行っている（泉佐野市ふるさと納税【公式】、n.d.）。特に、

2022 年に注目すると、1 年間で 158 回の投稿を行っていた（泉佐野市ふるさと納税【公

式】、n.d.）。 

 以上が、北海道紋別市と大阪府泉佐野市のふるさと納税に対する具体的な取り組みで

ある。2 つの市の取り組み分析を行った結果、紋別市も泉佐野市も共に十分な広報活動

とポータルサイト掲載数があると考えられる。積極的な広報活動とポータルサイトが互

いに相乗効果を発揮した結果、多くの寄附金を集めることができている。特に、北海道

紋別市のように比較的規模の小さな自治体であったとしても、他の市区町村と比較して

より多くのふるさと納税寄附金額を集めることを可能にしていると評価する。 

 

6. おわりに 

 2008 年に開始された「ふるさと納税」は、2019 年に大きな転換を迎えた。2019 年に

導入された「ふるさと納税に係る指定制度」の目的は、過熱化する返礼品競争を緩和さ

せることであった。筆者独自に算出した返礼率の結果から、2019 年制度改正の目的は

達成したと評価できる。2019 年以降、各自治体は返礼率以外の要素で互いにふるさと

納税に対して取り組みを行い、ふるさと納税寄附金を集めることになった。本研究では、

返礼率以外の要素がどの程度ふるさと納税寄附金に影響を与えているのかという問い

のもと、返礼率以外の要素向上により積極的に取り組んだ自治体の方がふるさと納税寄

附金はより多く集めることができるという仮説を立て、実証分析を行ってきた。その結

果、「ポータルサイトの掲載数」、「ふるさと納税に関する特設サイトの有無」、そして「魚

介類に関する『地理的表示保護制度』の有無」、以上の 3 つがふるさと納税寄附金に対

して統計的に正の効果を与えていることが分かった。この分析結果から、ふるさと納税

制度が本来の意義に沿う形に変化していると言うことができるだろう。高い返礼率で多

くの寄附を集めていたかつての状況は、「自治体を応援するための寄附」というより「自

治体からお得な返礼品を貰うための寄附」となっていた。その結果として過度な返礼品

競争が加速したが、「ふるさと納税に係る指定制度」導入によって「返礼割合 3 割以下」

という規制に従うことが義務化された。この規制強化によって、総務省（n.d.-c）が掲げ

る「自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競

争が進むこと。それは、選んでもらうに相応しい、地域の在り方をあらためて考えるき

っかけへとつながります。」という意義に沿った制度に近づいているのではないだろう

か。本研究では、実証分析に加えて北海道紋別市と大阪府泉佐野市をポータルサイトの
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掲載数がふるさと納税寄附金額に効果的に影響を与えることができている自治体とし

て、ふるさと納税に対して独自に行っている取り組み事例を紹介した。紋別市も泉佐野

市も、各自治体独自の取り組みと十分な広報活動を積極的に行っていることが明らかに

なった。 

これまでの先行研究では、ふるさと納税に対する改善策として寄附金の使途を明確に

することや広報活動の強化などが述べられてきた。しかし、これまでの先行研究は特定

の自治体に着目した事例紹介や、限定的な分析対象による分析に留まっており、実証的

にその効果を分析した研究には至っていない。この論文では、東京都特別区を含む全

1741 市区町村を対象とした実証分析を行っている点にその独自性がある。分析の結果、

３つの返礼率以外の要素（「ポータルサイトの掲載数」、「ふるさと納税に関する特設サ

イトの有無」、「魚介類に関する『地理的表示保護制度』の有無」）がふるさと納税寄附金

に対して大きな影響力を持っていることが証明できた。以上の結果から、「返礼率以外

の要素向上により積極的に取り組んだ自治体の方がふるさと納税寄附金はより多く集

めることができる」という仮説は検証することができたと言えるだろう。 

今回の研究は分析上の改善課題も残している。第一に、「ふるさと納税寄附金使用用

途の明確性」と「ふるさと納税特設サイト」の定義に関して、筆者独自の定義を用いて

いる点である。これらについては、より多角的な検討の余地があるだろう。第二に「ポ

ータルサイトの掲載数」と「ふるさと納税特設サイト」に関して、2025 年時点での状況

を 2022 年も同様のサイト状況であったと仮定して分析を行っている点である。より正

確な分析のためには、当時の状況を反映した説明変数の選定が求められる。第三に説明

変数の拡充の可能性である。広報活動だけでなく「メディア露出度」や「返礼品の種類」

なども変数として分析に組み込むことでより詳細な要因分析が期待できる。このように、

分析上の課題を残しながらも、本研究を通して従来議論されてきた改善策が各自治体の

ふるさと納税寄附金額に与える影響力を実証的に分析することができた。今後、多角的

な視点でふるさと納税に関する研究が蓄積されることにより、ふるさと納税制度が本来

の目的に即した制度になっていくことを期待したい。 
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巻末付録 

巻末付録① 「調達費用」の出典一覧 

年 出典 

2016 「平成 29 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「集計結果」よ

りデータ構築 

2017 「平成 30 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「集計結果」よ

りデータ構築 

2018 「令和元年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「平成 30 年度受

入額の実績等」よりデータ構築 

2019 「令和 2 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「令和元年度受

入額の実績等」よりデータ構築 

2020 「令和 3 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「令和 2 年度受

入額の実績等」よりデータ構築 

2021 「令和 4 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「令和 3 年度受

入額の実績等」よりデータ構築 

2022 「令和 5 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「令和 4 年度受

入額の実績等」よりデータ構築 

2023 「令和 6 年度ふるさと納税に関する現況調査について」の「令和 5 年度受

入額の実績等」よりデータ構築 

出典：総務省. (n.d.). 関連資料. ふるさと納税ポータルサイト. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日].  

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/ 

 

巻末付録② 「ふるさと納税寄附金使用用途の明確性」における各得点の具体例 

・10 点 

① 「ふるさと納税寄附金を活用した事業における具体的な使用金額が公開されてい

る」の具体例 

北海道旭川市 

旭川市が公開している資料（令和４年度寄附金活用実績一覧）より一部抜粋 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/
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出典：北海道旭川市. (n.d.). 令和４年度寄附金活用実績一覧. 旭川市. [最終アクセス日: 2026

年 1 月 20 日]. 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/furusato/p007929_d/fil/r4katuyouzissek

i.pdf 

 

② 「納税者が指定した寄附金指定先の内訳が具体的に公開されている」の具体例 

北海道函館市 

函館市が公開している資料（令和 4 年度ふるさと納税寄附金活用事業について）

より一部抜粋 

 

出典：北海道函館市. (n.d.). 令和 4 年度ふるさと納税寄附金活用事業について. 函館市. [最終

アクセス日: 2026 年 1 月 20 日]. 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016081000066/file_contents/2016081000066_

hk_docs_2016081000066_files_R4katsuyouhoukokusyo.pdf 

 

・7.5 点 

「ふるさと納税寄附金を活用した事業は公開しているが、使用金額の具体的な内訳が

公開されていない」の具体例 

秋田県由利本荘市 

由利本荘市が公開している資料（由利本荘市「ふるさと納税」寄附金実績）より一部

抜粋 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/furusato/p007929_d/fil/r4katuyouzisseki.pdf
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/112/furusato/p007929_d/fil/r4katuyouzisseki.pdf
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016081000066/file_contents/2016081000066_hk_docs_2016081000066_files_R4katsuyouhoukokusyo.pdf
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2016081000066/file_contents/2016081000066_hk_docs_2016081000066_files_R4katsuyouhoukokusyo.pdf
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出典：秋田県由利本荘市. (2025). 由利本荘市「ふるさと納税」寄附金実績. 由利本荘市. [最終ア

クセス日: 2026 年 1 月 20 日]. 

https://www.city.yurihonjo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/722/r7koushin_k

ihuitirann.pdf 

 

・5 点 

1) 「納税者が指定できる寄附金使用目的の公開のみ」の具体例 

北海道小樽市 

 
出典：北海道小樽市. (2025 年 11 月 7 日). 小樽市ふるさと納税のご案内. 北海道小樽市公式ウェ

ブサイト. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日].  

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101300654/ 

https://www.city.yurihonjo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/722/r7koushin_kihuitirann.pdf
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/722/r7koushin_kihuitirann.pdf
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101300654/
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2) 「年度で受入れたふるさと納税金額の合計は公開されているが、その内訳が公開

されていない」の具体例 

宮城県東松島市 

 

出典：宮城県東松島市. (2024 年 7 月 4 日). ふるさと納税活用実績報告. 宮城県東松島市公式ウ

ェブサイト. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日].  

https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/shisei/yosan-zaisei-

kaikaku/furusatonozei/furusatonozei/chihousousei619.html 

 

巻末付録③ 「特設サイト」定義について具体例紹介 

1) 「各市区町村独自のふるさと納税に関する特設サイトがある」の具体例 

北海道函館市 

 
出典：函館市. (n.d.). 函館市ふるさと納税. 函館市公式ウェブサイト. [最終アクセス日: 2026 年 1 月

20 日]. https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/hometown-tax/ 

 

2) 「各市区町村のホームページ内またはページのタイトルに『ふるさと納税特設サイト』

の文字がある」の具体例 

福島県二本松市 

 

出典：二本松市. (n.d.). トップページ. 福島県二本松市ウェブサイト. [最終アクセス日: 2026 年 1 月

20 日]. https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ 

 

https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/shisei/yosan-zaisei-kaikaku/furusatonozei/furusatonozei/chihousousei619.html
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/shisei/yosan-zaisei-kaikaku/furusatonozei/furusatonozei/chihousousei619.html
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/hometown-tax/
https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
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出典：二本松市. (n.d.). ふるさと納税二本松市. 二本松市公式ウェブサイト. [最終アクセス日: 2026 年

1 月 20 日]. https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/furusato/ 

 

3) 「各自治体で独自のふるさと納税寄附受付サイトがある」の具体例 

北海道苫小牧市 

 

出典：苫小牧市. (n.d.). 北海道苫小牧市ふるさと納税特設サイト. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日]. 

https://furusato-tomakomai.jp/ 

 

巻末付録④ 各変数の定義とその出典 

変数名 定義 出典 

2023 年度の

各市区町村

のふるさと

納税受入金

額 

－ 総務省が公開した「各自治体のふ

るさと納税受入額及び受入件数

（平成 20 年度～令和 6 年度）」

（総務省、2025-a）.  

https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/furusato/
https://furusato-tomakomai.jp/
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ふ る さ と 納

税 寄 附 金 使

用 用 途 の 明

確性 

【10 点】 

・ふるさと納税寄附金を活用した

事業における具体的な使用金額が

公開されている 

または 

・納税者が指定した寄附金指定先

の内訳が具体的に公開されている 

【7.5 点】 

ふるさと納税寄附金を活用した事

業は公開されているが、使用金額

の具体的な内訳が公開されていな

い 

【５点】 

・納税者が指定できる寄附金使用

目的の公開のみ 

または 

・年度で受け入れたふるさと納税

金額の合計は公開されているが、

その内訳が公開されていない 

【０点】 

納税者が指定できる寄附金使用目

的が公開されていない 

1741 市区町村の各自治体ホーム

ページまたはふるさと納税特設

サイト 

ふ る さ と 納

税 ポ ー タ ル

サ イ ト 掲 載

数 

各市区町村のホームページまたは

ふるさと納税特設サイトで紹介し

ているポータルサイトの数 

1741 市区町村ごとのホームペー

ジまたはふるさと納税特設サイ

ト 

ふ る さ と 納

税 特 設 サ イ

ト 

① 各市区町村独自のふるさと納

税に関する特設サイトがある 

または 

② 各市区町村のホームページサ

イト内またはページのタイト

ルに「ふるさと納税特設サイ

ト」の文字がある 

または 

③ 各市区町村で独自のふるさと

納税寄附受付サイトがある 

1741 市区町村ごとのホームペー

ジまたはふるさと納税特設サイ

ト 
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優 良 ふ る さ

と 食 品 中 央

コンクール 

2022 年「優良ふるさと食品中央コ

ンクール」を受賞した自治体＝１ 

それ以外の自治体＝０ 

食品産業センターが公開した「受

賞食品一覧」（食品産業センター、

n.d.-b） 

地 理 的 表 示

保護制度 

2022 年までに「地理的表示保護制

度」の保護を受けた食品等がある

自治体＝１ 

それ以外の自治体＝０ 

日本地理的表示協議会 

以下、出典の詳細を記す。 

日本地理的表示協議会. (n.d.). 野菜/

穀物類. [最終アクセス日: 2026 年 1 月

20 日].  

https://pd.jgic.jp/register/Vegetables-

Cereals/ 

日本地理的表示協議会. (n.d.). 果物. 

[最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日]. 

https://pd.jgic.jp/register/Fruit/ 

日本地理的表示協議会. (n.d.). 食肉. 

[最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日]. 

https://pd.jgic.jp/register/Meat/ 

日本地理的表示協議会 . (n.d.). 魚介

類. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20

日 ]. https://pd.jgic.jp/register/Fish-

and-Shellfish/ 

日本地理的表示協議会. (n.d.). 加工食

品. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20

日].  

https://pd.jgic.jp/register/Processed-

Foodstuffs/ 

日本地理的表示協議会 . (n.d.). その

他. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20

日]. https://pd.jgic.jp/register/others/ 

災害ダミー 2022 年５月５日の地震で震度４

以上を観測した自治体＝１ 

それ以外の自治体＝０ 

石川県が公開した「5 月 5 日の能

登地方を震源とする地震による

被害等の状況について（第 14

報）」（石川県、2023） 

市 区 町 村 別

人口 

各市区町村の人口データ 「住民基本台帳に基づく人口、人

口動態及び世帯数調査」より「【総

計】市区町村別人口、人口動態及

び世帯数」（e-Stat、2022） 

https://pd.jgic.jp/register/Vegetables-Cereals/
https://pd.jgic.jp/register/Vegetables-Cereals/
https://pd.jgic.jp/register/Fruit/
https://pd.jgic.jp/register/Meat/
https://pd.jgic.jp/register/Fish-and-Shellfish/
https://pd.jgic.jp/register/Fish-and-Shellfish/
https://pd.jgic.jp/register/Processed-Foodstuffs/
https://pd.jgic.jp/register/Processed-Foodstuffs/
https://pd.jgic.jp/register/others/
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巻末付録⑤ 「還元率」について―「返礼率」との違い― 

ケーススタディ分析での具体例比較では「還元率」を用いているが、「返礼率」との違い

をここで説明する。 

1） 還元率 

定義：寄附金額に対する返礼品の市場価格の割合 

求め方：（市場価格÷寄附金額）×100 

特徴：数値が高いほど「お得感」が強い 

 

出典：ふるなびスタッフ. (2023). ふるさと納税の還元率（返礼率）とは？上限 30%・計算式、高

還元率な返礼品の傾向を解説！. ふるさと Discovery. [最終アクセス日: 2026 年 1 月 20 日]. 

https://furunavi.jp/discovery/knowledge/202112-value/ 

 

2） 返礼率 

定義：寄附金額に対する返礼品の調達費用の割合 

求め方：（調達費用÷寄附金額）×100 

規則：返礼割合が 3 割以下であること 

 

出典：総務省. (2019). ふるさと納税に係る指定制度の運用について. 総務省. [最終アクセス日: 

2026 年 1 月 20 日].  

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report2019

0401_04.pdf 

 

つまり、返礼率は「仕入れ価格」を基準としている一方、還元率は「市場価格」を基準

として計算するという違いがある。 

https://furunavi.jp/discovery/knowledge/202112-value/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20190401_04.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20190401_04.pdf

